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【
議
案
第
43
号
】
平
成
30
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

（
教
育
委
員
会
関
係
）

　
　
　
　

小
学
校
、
中
学
校

の
施
設
整
備
・
改
修
事
業
、

こ
れ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
改
修

工
事
だ
が
、
こ
れ
に
該
当
し

な
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
も
ま
だ
あ

る
の
か
。

　
　
　
　

建
築
基
準
法
に
違

反
の
可
能
性
が
あ
る
分
だ
け

を
し
て
い
る
。
有
家
小
学
校

が
残
っ
て
い
る
が
、
建
築
が

終
わ
っ
た
後
に
改
修
を
考
え

て
い
る
。

（
市
民
生
活
部
関
係
）

　
　
　
　

花
い
っ
ぱ
い
運
動

は
、
原
城
跡
に
設
置
す
る
の

か
。

　
　
　
　

世
界
遺
産
登
録
に

あ
た
り
、
新
規
の
取
り
組
み

と
し
て
、
国
道
上
に
去
年
出

来
た
ト
イ
レ
周
辺
に
老
人
会

を
中
心
に
花
苗
を
植
栽
し
て
、

世
話
を
し
て
い
た
だ
く
予
定

に
し
て
い
る
。

　
【
議
案
第
44
号
】
平
成
30
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

　
　
　
　

後
期
高
齢
者
の
場

合
は
、
保
険
料
は
広
域
連
合

に
納
付
す
る
が
、
そ
の
保
険

料
は
後
期
高
齢
者
の
医
療
費

に
関
係
な
く
率
が
決
ま
っ
て

い
る
の
か
。

　
　
　
　

納
付
金
は
、
医
療

費
分
の
負
担
金
と
保
険
料
と

事
務
費
負
担
金
も
含
め
て
、

広
域
連
合
に
全
て
納
め
、
医

療
費
分
は
、
広
域
連
合
で
支

払
い
を
す
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。

　
【
認
定
第
２
号
】
平
成
29
年

度
南
島
原
市
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

今
ま
で
一
般
会
計

か
ら
繰
り
入
れ
て
き
た
が
、

県
に
移
管
し
た
時
に
一
般
会

計
か
ら
入
れ
な
く
て
も
良
い

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
な
る
の

か
。

　
　
　
　

本
来
は
、
国
保
会

計
は
独
立
な
の
で
、
繰
り
入

れ
を
し
な
い
で
、
国
保
税
を

上
げ
る
と
い
う
の
が
国
の
ス

タ
ン
ス
で
あ
る
。

　

国
保
税
を
引
き
上
げ
た
ら
、

住
民
の
負
担
が
大
き
く
な
る

の
で
、
医
療
費
を
な
る
べ
く

下
げ
て
、
一
人
当
た
り
の
保

険
料
の
額
が
下
が
れ
ば
、
納

付
金
の
額
が
下
が
る
の
で
、

少
し
ず
つ
調
整
を
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　
【
認
定
第
５
号
】　
平
成
29
年

度
南
島
原
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

広
域
圏
組
合
な
ど

の
負
担
金
が
あ
る
が
、
こ
の

率
と
根
拠
を
。

　
　
　
　

広
域
圏
組
合
の
負

担
金
は
、
島
原
市
と
南
島
原

市
で
電
算
費
用
の
折
半
に
な

る
。
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
事
務
費
負
担
金
は
、
均

等
割
10
％
、
高
齢
者
人
口
割

50
％
、
人
口
割
が
40
％
と
な

る
。
保
険
基
盤
安
定
負
担
金

は
、
県
が
４
分
の
３
、
市
が

４
分
の
１
の
負
担
で
あ
る
。

そ
の
他
の
付
託
案
件

　
【
議
案
第
42
号
】
南
島
原
市

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

質
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
田
中
次
廣
委
員
長
）

議
案
３
件
を
原
案
可
決
、
認
定
2
件
を
認
定

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

答
弁

有　家　小　学　校

原城跡駐車場トイレ


